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○ 本件決定がした主引用例の認定には構成の遺脱があるが、この構成は本件発明との

相違点にはならないとされた事例。 

〇 本件決定には相違点の看過があるが、優先日当時の技術常識から当業者であればこ

の相違点は容易に想到し得るから、本件決定の結論に影響はしないとされた事例。 

（事件類型）特許取消決定取消請求事件 （結論）請求棄却 

（関連条文）特許法２９条２項 

（関連する権利番号等）特願２０１６－５６７８５０号、特許第６３４８９９２号、 

           異議２０１８－７０１０５０号 

判  決  要  旨  

１  事案の概要は以下のとおりである。  

 (1) 原告は、発明の名称を「ＴＤＩラインイメージセンサ」とする発明について、

平成２７年５月１４日（優先日平成２６年５月１５日（以下「本件優先日」と

いう。）、優先権主張国韓国）を国際出願日とする特許出願（特願２０１６－

５６７８５０号。以下「本件出願」という。）をし、平成３０年６月８日、特

許権の設定登録を受けた（特許第６３４８９９２号。請求項の数１。以下、こ

の特許を「本件特許」という。）。  

 (2) 本件特許について、特許異議の申立て（異議２０１８－７０１０５０号事件）

がされた。  

取消理由通知を受けての訂正請求が繰り返されたが、令和２年２月７日、取

消理由通知を受けたため、原告は、同年５月１３日付けで特許請求の範囲及び

本件明細書の記載について訂正請求（以下、この請求に係る訂正を「本件訂正」

という。）をした。  

その後、特許庁は、令和２年８月１８日、本件訂正を認めた上で、「特許第６

３４８９９２号の請求項１に係る特許を取り消す。」との決定（以下「本件決

定」という。）をした。  

(3) 原告は、令和２年１２月２４日、本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起

した。  

２  本件決定の要旨は、本件発明は、本件優先日前に頒布された刊行物である米国

特許第７７９６１７４号明細書に記載された発明（以下「甲２発明」という。）

に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法２９条

２項の規定により特許を受けることができない発明である、というものである。  

３  原告は、本件発明と甲２発明の対比において本件発明には相違点の看過があり、



 

 

この看過は容易想到性の判断の結論に影響するものであり、本件決定には進歩性

欠如の判断に誤りがある旨主張して、本件決定の取消しを求めるものである。  

４  本判決は、以下のとおり説示して、原告主張の取消事由はいずれも理由がない

旨判断した。  

 (1) 甲２には、本件決定が認定した構成に加えて、「各センスノード８０４に蓄

積された電荷が複数回検知された後、各センスノード８０４の信号電荷パケッ

トが除去される場合があり」（２ｄ’の構成）が記載されている。  

   甲２発明の２ｄ’の構成における検知される信号電荷パケットは、１つのパ

ケットであるのか複数のものであるのかについては、この構成に対応する甲２

の記載からは必ずしも明らかではないが、他の実施例に関する記載からすると、

甲２文献においては、複数回検知する場合があるときは、単一の信号電荷パケ

ットを前提にしており、複数の信号電荷パケットについて複数回検知する構成

について特段の記載も示唆も見当たらない。そうすると、２ｄ’の構成は、各

センスノード８０４に蓄積された単一の信号電荷パケットの電荷が複数回検知

された後、各センスノード８０４の信号電荷が除去される場合があるとの構成

であることになる。  

こうした構成を前提とした上で、甲２発明と同じく、ＦＧＡタイプを用いた

信号電荷の検出方式において、信号電荷の入力を受けた後、次の信号電荷が転

送される前に信号電荷がリセットされることは、本件優先日当時の技術常識で

あったことを踏まえると、甲２発明においても、本件発明における「前記電荷

保存ノードが１つのラインセンサーの電荷の入力を受けることと、前記電荷保

存ノードをリセットさせることと、が交互に行われる」の構成を備えていると

いえる。  

したがって、甲２発明における２ｄ’の構成は、本件発明との相違点となる

ものではない。  

 (2) 甲２文献の図１２からは、甲２発明において、増幅器１２０８から入力され

るアナログデジタル変換器の個数は不明であるというほかなく、増幅器とＡＤ

変換器が同数である本件発明とこの点において相違する（原告が主張する相違

点３）。したがって、本件発明と甲２発明には、本件決定が認定した相違点の

ほかに相違点３があり、本件決定には相違点３の看過があるといえる。  

   もっとも、固体撮像装置におけるＡＤ変換器には、画素列に対して１ :１の対

応関係で配置されるものがあることは本件優先日当時における技術常識である

ところ、甲２発明においては、複数のサブアレイ１２０４の数、センスノード

の数及び増幅器１２０８の数はいずれも等しい構成であり、Ｍ個の増幅器から

出力される各信号を変換するＡＤ変換器の個数が不明であるとしても、上記技

術常識を踏まえると、甲２発明においても増幅器の数とＡＤ変換器の数も同一



 

 

の構成を有するものであることは当業者であれば容易に想到するといえる。  

   そうすると、上記相違点３の看過は、容易想到性の結論に影響を及ぼすとは

いえない。  


